
Ａ

Ｂ Ｇ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

国庫補助額
（円）

交付対象経費
（円）

起債予定額
（円）

その他
（円）

133,369,372 133,369,372 0 89,379,680 0 43,989,692 0

1 補
電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付
金給付事業

社会福祉課

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の
生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯　3400世帯×70千円
事務費　　7000千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託

R5.12

対象世帯に対し
て令和６年２月
までに支給を開
始する

2 補
低所得者支援給付金給
付事業（均等割のみ課税
世帯分）

社会福祉課

①物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。（支給開始はR6年4月～）
②住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び事務費
③給付金額　R5年度分の住民税均等割のみ課税世帯　1000世帯×100
千円
事務費　5,497千円

R6.2

対象世帯に対し
て令和６年３月
までに支給を開
始する

3 補
低所得者支援給付金給
付事業（子育て世帯
分）

社会福祉課

①物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。（支給開始はR6年4月～）
②低所得世帯へのこども加算分給付金及び事務費
③給付金額
（１）R5年度分の非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯のこども加算
500人×50千円

R6.2

対象世帯に対し
て令和６年３月
までに支給を開
始する

4 補
低所得者支援給付金給
付事業（新たに住民税非
課税等となる世帯分）

社会福祉課

①物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。（支給開始はR6年4月～）
②新たに住民税非課税、均等割のみ課税世帯への給付金及び事務費
③給付金額　R６年度分の新たな非課税世帯、住民税均等割のみ課税世
帯
500世帯×100千円

R6.2

対象世帯に対し
て令和６年３月
までに支給を開
始する

5 補 低所得者支援給付金給
付事業（調整給付分）

税務課

①物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。（支給開始はR6年4月～）
②新所得税の定額減税しきれないと見込まれる方への給付金及び事務費
③給付金額　R６年に入手可能な課税情報をもとに所得税の定額減税を
仕切れないと見込まれる方
（1）調整給付対象者世帯数（課税者数）想定9,000世帯

R6.2

対象世帯に対し
て令和６年３月
までに支給を開
始する

10 単
社会福祉施設に対する
物価高騰対策支援事業
（追加分）

社会福祉課

①物価高騰の影響を大きく受けている介護・障害関連事業者の負担軽減
を図るため、県とともに支援を延長する。※県の補助制度に上乗せする形
で支援
②介護・障がい者関連事業者への光熱費、食材費高騰分に対する補助金
③
入所系（定員：介護850＋障害20＝870人）
⇒光熱費等：補助単価＠7,600円/人×870人＝6,612千円（A)
⇒食材費：介護＠5,200円/人×850人＋障害＠5,000円/人×20人＝4,520
千円（B)
通所系（定員：介護530＋障害300＝830人）
⇒光熱費等：補助単価＠3,000円/人×830人＝2,490千円（C)
⇒食材費：介護＠1,400円/人×530人＋障害＠1,200円/人×300人＝
1,102千円（D)
訪問系・相談系（対象事業所数：介護35＋障害5＝40事業所）
⇒＠20千円/事業所×40事業所＝800千円（E）
　　　　　　　合計：（A+B+C+D+E)=15,524千円
④市内介護保険及び障害福祉サービス事業者

R6.1 R7.3 13,743,000 13,743,000 8,434,568 5,308,432

■介護・福祉サービス事業者補助金（28事業者）
・入所系（介護）　@12,800円×682人 ＝8,729,600円
・入所系（障害）　@12,600円×113人 ＝2,230,800円
・通所系（介護）　@ 4,400円×507人 ＝1,423,800円
・通所系（障害）　@ 4,200円×214人 ＝  898,800円
・訪問系、相談系　@20,000円×23事業所＝460,000円

支援を受けた市
内介護保険及
び障害福祉
サービス事業者
数
27事業者

支援を受けた市
内介護保険及
び障害福祉
サービス事業者
数
26事業者

11 単 保育施設等物価高騰対
策支援事業（追加分）

こども課

①物価高騰の影響を大きく受けている保育施設関連事業者の負担軽減を図るため県
とともに光熱費等に対する支援を延長する。
②市内民間保育園等への光熱費、食材費高騰分に対する補助金
③＠1,600円/人（県同額）×920人（R5.10.1時点の在籍園児数）＝1,472千円
④市内私立認定こども園（８園）

R6.2 R6.3 1,454,400 1,454,400 892,617 561,783 ■私立認定こども園物価高騰対策事業補助金
　1,600円×909人＝1,454,400円（8園）

支援を受けた市
内私立認定こど
も園
８園

支援を受けた市
内私立認定こど
も園
８園

14 単 小・中学校給食費支援事
業

教育総務課

①物価高騰の影響を大きく受けている子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、１・
２学期に引き続き３学期においても給食費の半額を支援する。
②給食費に対する半額補助金（教職員は除く）
③
　小学校：給食単価278円×50食（３学期）×1,598人×1/2＝11,107千円
　中学校：給食単価326円×50食（３学期）×891人×1/2＝7,262千円
④市内小中学校児童、生徒の保護者等

R6.1 R6.3 16,950,152 16,950,152 11,443,203 5,506,949

■小学校分（５校）
　３学期　@139円×75,057食＝10,432,923円
■中学校分（２校）
　３学期　@163円×39,983食＝ 6,517,229円

給食費の支援
を受けた小中学
生数
2,489人

給食費の支援
を受けた小中学
生数
2,487人

15 単 ガソリンギフト券配布事
業

総務課

①物価高騰の影響を大きく受けている市民の負担軽減を図るため、ガソリンギフト券を
全世帯に配布し生活を支援する。１世帯につき5,000円相当（５枚配布・１枚あたり額面
1,000円）のガソリンギフト券（販売価格１枚1,100円）を全世帯に配布。
②消耗品費、郵送料、委託料
③
ガソリンギフト券購入代　　93,500千円（＠5,500円×17,000世帯）
ギフト券郵送代（ゆうﾊﾟｹｯﾄ）3,100千円（＠177円×17,100世帯＋α）※再送分含む
引換券封入等委託料　　 　  3,000千円
問い合わせ対応委託料　 　  3,900千円　　　合計　103,500千円
④令和６年１月１日時点で市の住民基本台帳に登録されている世帯（約17,000世帯）

R5.12 R6.3 99,649,820 99,649,820 66,917,612 32,732,208

■ガソリンギフト券購入費
　@5,450円×16,954世帯＝92,399,300円
■郵送料
　@177円  ×16,954世帯＝ 3,000,858円
■引換券封入等及び問い合わせ対応業務委託料
　　　　　　　　　　　　 4,249,662円

ガソリンギフト券
の配布を受けた
市内の世帯
17,000世帯

ガソリンギフト券
の配布を受けた
市内の世帯
16,954世帯

合計

補助対象
事業費
（円）

補助対象外
経費

（円）

事業
始期

事業
終期

事業計画
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総事業費
（円）

№ 補助・
単独

交付対象事業の名称 担当課

令和５年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　実施状況及び成果

事業の実施状況 成果目標 成果実績

事業実施中


